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緊急事態宣言解除後における「通いの場」開催の留意点について（依頼） 

 

平素は、本県の高齢者福祉施策にご協力いただき、厚くお礼申し上げます。 

さて、「新型コロナウイルス感染症に係る兵庫県対処方針」（以下「兵庫県対処方針」

という。）を受け、令和２年４月 14 日付け高第 1037 号「新型インフルエンザ等特別

措置法に基づく緊急事態宣言の発令に伴う『通いの場』の自粛要請について」により、

いわゆる「通いの場」の開催自粛をお願いしておりました。 

今般、新型インフルエンザ等特別措置法に基づく緊急事態宣言が解除されたことに

伴い「兵庫県対処方針」が改定されました。その主な内容は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

こうした状況を踏まえ、「通いの場」の再開する場合には、下記「『通いの場』の活

動を行う上で注意すべきポイント」等もご参照の上、十分な感染予防対策を講じられ

るよう、貴市町から関係者へ周知いただきますよう、お願いいたします。 

 

記 

 

１ 「通いの場」の活動を行う上で注意すべきポイント（兵庫県高齢政策課作成） 

 

２ 兵庫県「【新型コロナウイルス関連】業種ごとの感染拡大予防ガイドライン」 

  https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk03/corona/corona_guideline.html 

 

３ 厚生労働省「新しい生活様式」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_newlifestyle.html 

 

 

 

 

○催物開催にあたっては、適切な感染防止対策の実施を要請 

・屋内：100 人以下、かつ定員の半分以下の参加人数 

・屋外：200 人以下、かつ人との距離を十分に確保 

○クラスター発生施設及び類似施設は休業要請を継続、その他の施設は解除 
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新型コロナウイルス対策 

「通いの場」の活動を行う上で注意すべきポイント 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（１）一人ひとりの基本的感染対策 

感染防止の３つの基本：①身体的距離の確保、②マスクの着用、③手洗い 

□人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。 

□会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。 

□屋内にいるときや会話をするときは、症状がなくてもマスクを着用。 

□家に帰ったらまず手や顔を洗う。できるだけすぐに着替える、シャワーを浴びる。 

□手洗いは 30 秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う（手指消毒薬の使用も可） 

（２）「通いの場」すべての種別で注意すべきポイント 

□毎朝に体温測定、健康チェック。発熱または風邪（咳・咽頭痛・鼻水・倦怠感）の症状

がある場合はムリせず自宅で療養。 

□対人距離が確保できない場合は、１回あたりの参加人数を調整し、複数回に分けて開催

する。 

□開始前に体温チェックの実施（各自自宅で体温測定し、開始前に報告する等）。 

□発熱または風邪の症状がある人は参加を控えるよう呼びかける。 

□万が一感染が発生した場合に備え、個人情報の取り扱いに十分注意しながら、参加者等

の名簿を適正に管理することも考えられる。 

□複数の人の手が触れる場所を界面活性剤含有の洗浄剤や漂白剤を用いて適宜消毒する

（テーブル、椅子の背もたれ、ドアノブ、電気のスイッチ等） 

□複数人が共用する物品（おもり、文房具等）は適切に消毒できない場合は使用を中止す

るか、特定の個人のみが使用できるようにし、分けて保管する。 

□十分な換気を行う。 

（３）「通いの場」種別ごとに注意すべきポイント 

体操（運動） 
□運動中息が上がると飛沫が遠くまで飛びやすいため、人との間隔は十分空ける 

（２ｍ以上：参加者が両手を広げてぶつからない程度）。 
※ウォーキング５ｍ、ジョギング 10ｍとする海外研究もある（スポーツ庁） 

□マスクを着用したまま運動を行う場合、こまめに水分を摂り熱中症に十分注意する。 

会食・茶話会・認知症予防・趣味活動等 
□大声で歌う場合は飛沫が遠くまで飛びやすいため、マスクを着用する。 

□対面ではなく横並びや対角線上に座る。 

□大皿は避けて、料理は個々に分ける。 

□特に、口に触れる食器等は熱水（80℃の熱水に 10 分間さらす）や塩素系漂白剤（濃度 0.05%

に薄めた上で使用）で消毒するようにする。 

□鼻水、唾液等が付着したごみは、ビニール袋に入れて密閉して縛る。 

□ごみを回収する人は、マスクと手袋を着用する。回収後は必ず手を洗う。 
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